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平成 29 年 12 月 15 日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

 

 

平成 29年度  第４回 ＩＴ人材検討部会 議事次第 

 

Ⅰ．時間：15：30～17：00 

 

Ⅱ．場所：FISC会議室 

 

Ⅲ．議事次第 

１．FISC会員企業への意見募集の結果について 

（第 60回安全対策専門委員会への上程資料（案）） 

２．『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書』の発刊について 

（第 60回安全対策専門委員会への上程資料（案）） 

 

Ⅳ．資料 

資料番号 資料名 

人材４－１－① 

（資料１－１） 

『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書 

【原案】』に関する FISC会員企業への意見募集の結果について 

人材４－１－② 

（資料１－２） 
FISC会員企業からいただいたご意見に対する回答（案） 

人材４－１－③ 

（資料１－３） 

『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書 

【原案】』（修正版）の抜粋 

人材４－２ 

（資料２） 

『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書』の

発刊について 

参考資料 
『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書 

【原案】』（修正版） 

 

Ⅴ．連絡事項 

１．第 60回安全対策専門委員会の開催 

本検討部会の検討内容を踏まえ、平成 30年１月 16日（火）に第 60回安全対策専門委員会を 

書面開催の予定。 

２．委員名簿の確認依頼 

参考資料「『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書【原案】』（修 

正版）」巻末に記載の専門委員及び検討委員の名簿について、ご確認願います。変更・修正があ

る場合には、平成 29年 12月 22日（金）までにご連絡願います。 

 

以 上 



【人材４－１－①】 

平成 29年 12月 15日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

【資料１－１】 

平成 30年１月 16日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

 

議事１ 

第 60回安全対策専門委員会上程資料（案） 

 

『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書【原案】』 

に関する FISC会員企業への意見募集の結果について 

 

 

平成 29年 10月 26日開催の第 58回安全対策専門委員会にてご承認いただいた、『金融機関等にお

けるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書』（以下『ＩＴ人材手引書』という）の「平成

29 年度ＩＴ人材手引書作成に関する FISC 会員企業への意見募集」を以下のとおり実施し、いただ

いたご意見に対する回答（案）及び原案（修正版）を取りまとめたので、その内容について、承認を

いただきたい。 

 

 

Ⅰ 意見募集結果 

(１)概要 

当センターホームページの会員向けWebサイトに、『ＩＴ人材手引書』の原案を平成 29年 10

月 27日から平成 29年 11月 17日まで掲載し、FISC会員企業から意見を募った。 

(２)結果 

上記募集期間中に FISC会員企業からいただいたご意見数は、２社 15件であった。 

 

Ⅱ 意見に対する回答案及び改訂案（修正版） 

FISC会員企業からいただいたご意見に対する回答（案）は【資料１－２】であり、原案（修正

版）の抜粋は【資料１－３】のとおりである。 

 

Ⅲ 回答の公開 

平成 30年１月 17日（本専門委員会で承認された翌日）付けで、当センターホームページに公

表する予定である。 

 

 

以 上 

 



【人材４－１－②】 

平成 29年 12月 15日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

 

【資料１－２】 

平成 30年１月 16日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

 

 

FISC会員企業からいただいたご意見に対する回答（案） 

 

 

 

 

平成 30年１月 16日 

公益財団法人 金融情報システムセンター  

議事１ 

第 60回安全対策専門委員会上程資料（案） 



 

 

 

 

 

（注） 

 

当資料の項目「改訂案の修正の有無」につきましては、第 60回安全対策専門委員会向けに記載しており、当センターの会員向け

web サイトに公開する際は削除いたします。 

 

 

 



■FISC会員企業からいただいたご意見に対する回答（案）

№ 頁（※） 記載箇所 ご意見の概要 ＦＩＳＣ回答（案）
原案の

修正の有無

1 全頁 全体 全体を通じて、人材確保・育成に関する手順がよく整理されている
が、ある意味当たり前の内容と思われる。業務区分や内容、必要ス
キルの事例については、実際に計画を策定する際には非常に有効
と考えられる。

ご意見ありがとうございます。
今後、各金融機関におけるＩＴ人材の確保・育成に関する取組みを取材し、より具体的な事例をレ
ポートとして還元する予定です。

無

2 p.2 第１編　はじめに
１．手順書作成の背景

IT人材の定義について
　→「システム戦略を実現するために必要な人材を指す」とあります
が、従来のシステムエンジニアに対比して記載されているため、「シ
ステム戦略の立案から実現するために必要な人材を指す」の方
が、よりビジネスの上位レイヤからITを手段として導入するまで含ま
れるかと思う。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のとおり、本手引書においては、システムエンジニアだけでなく、ビジネスの上位レイヤを
含め、システム戦略に関わるあらゆる業務の担い手を、ＩＴ人材と定義しています。
「システム戦略を実現するために必要な人材」についても、システム開発や運用を担う人材はもと
より、システム戦略の立案のほか、リスク管理やシステム監査等の業務を担う人材まで含めた広
い意味で使用しており、原案どおりの記載といたします。

【ご参考】第２編　経営層の役割（p.7）
システム戦略を実現するためには、システム開発や運用のみならず、各システム案件の企画立
案・調整・推進と、それらを支える外部委託先の管理や、システムリスクなどのリスク管理、サイ
バーセキュリティ対応、そしてシステム監査等も重要な業務となる（詳細はp.15,16参照）。

無

3 p.2,3 第１編　はじめに
１．手順書作成の背景

(3)新しい技術やサービスへの対応
　→(3)で新しい技術やサービスへの対応が記載されているが、3
ページのまとめではあまり記載されていない。システム戦略（IT戦
略）を立案、実行していくためには(3)への対応がより重要と考える。
特に現在では業界ごとにIT技術の特化が進んでいる。FinTechやブ
ロックチェーンなどがその例である。特にこれらは金融業界に特化
しているため、業界知識レベルで知るものでより重要度を上げるべ
きものと考える。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のとおり、新しい技術やサービスへの対応についても重要と認識しておりますので、以下
のとおり「手引書作成の背景（p.3)」を修正いたします。
【修正前】
（前略）金融機関等においては、システム案件の企画立案・推進、外部委託先の管理、リスク管
理、サイバーセキュリティ業務の遂行に必要な人材を維持することの重要性についてもクローズ
アップされてきている。
【修正後】
（前略）金融機関等においては、システム案件の企画立案・推進、外部委託先の管理、リスク管
理、新しい技術やサービスへの対応、 サイバーセキュリティ業務の遂行に必要な人材を維持する
ことの重要性についてもクローズアップされてきている。

有

4 p.8 第２編　経営層の役割
２．ＩＴ人材の確保・育成における経
営層の関与の留意事項（３）（４）

IT人材の確保・育成計画策定時の態勢整備
　→「態勢」という表現だと一時的、部分的なので、永続的な意味を
持つ、「体制」がよい。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘の箇所について、外形上の組織・制度にとどまらず、心構えや取組姿勢、また、その実務
的な運用等を含めた意味合いを込めて「態勢」を使用しているため、原案どおりの記載といたしま
す。

無

5 p.14 第３編　ＩＴ人材の確保・育成に向
けた実務
図表３

Aの経営戦略・事業戦略の策定はIT人財というよりは経営者の役割
と考えられる。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のとおり、最終的な経営戦略・事業戦略の策定は経営層の役割と考えられますが、それに
至るまでの企画・立案等において、ＩＴ人材が担う役割があると考えられることから、原案どおりの
記載といたします。

【ご参考】図表４　ＩＴ業務の洗い出し例(p.15)
・ 経営層の意向等を踏まえ、経営戦略を策定するうえで、ＩＴの利活用や新たなＩＴの取込みを検討
する。
・ 重要なシステム課題を経営課題の１つとして経営層の理解を得たうえで、その対応を反映した
経営戦略を立案する。

無

6 p.15 第３編　ＩＴ人材の確保・育成に向
けた実務
図表４

№5に関連して、A・BのIT業務の洗い出し例の内容は、全てIT戦略
策定の内容となっている。

ご意見№5参照 無

7 p.15 第３編　ＩＴ人材の確保・育成に向
けた実務
図表４

また、IT戦略策定の業務には、経営層が打ち出す戦略に沿ったIT
戦略を策定するのみならず、競合他社との差別化を図る上で重要
なITの活用について積極的に経営層に提案する機能が必要と考え
られる。

ご意見№5参照 無

8 p.16 第３編　ＩＴ人材の確保・育成に向
けた実務
図表４

「業務の分類例」＝【O】監査のところの「ＩＴ業務の洗い出し例」の記
述の１行目において「安全対策上必要な」とありますが、範囲の定
義が狭すぎて例としては不適切ではないでしょうか。組織体の目標
達成を阻害する要因を適切に低減するコントロールがあるかを確
認するリスクベースの監査が求められると考えます。システム監査
指針にあるとおり、安全性（ＣＩＡ）だけでなく、有効性、効率性、信頼
性、コンプライアンスも必要ではないでしょうか。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘のとおり、現在の表現は範囲の定義が狭いことから、図表４の記載を修正いたします。
（「安全対策上必要な」という範囲を限定する表現を削除します。）

【修正前】
・ 経営戦略及びシステム戦略に基づき、安全対策上必要なＩＴマネジメント（業務執行体制等）が
適切に機能していることを点検・評価する。
【修正後】
・ 経営戦略及びシステム戦略に基づき、安全対策上必要なＩＴマネジメント（業務執行体制等）が
適切に機能していることを点検・評価する。

有

9 p.21 第３編　ＩＴ人材の確保・育成に向
けた実務
手順１－２－２　中長期的なＩＴ業務
を担当する組織を明確にする

中長期に必要となるIT業務を担当組織の明確化とあるが、
この段階ではシステム部門かシステム部門以外かという程度まで
が現実的ではないか。

ご意見ありがとうございます。
本手引書の図表７に関しては、あくまで例示になります。
実際に、中長期的に必要となる業務について、どこまで担当組織を明確にできるかは、中長期計
画の具体化の程度や、各金融機関の組織体制等によっても異なり得るものと考えられます。
今後、各金融機関におけるＩＴ人材の確保・育成に関する取組みを取材し、より具体的な事例をレ
ポートとして還元する予定です。

無

10 p.29 第３編　ＩＴ人材の確保・育成に向
けた実務
手順２－２－２　システム戦略に必
要な中長期的なＩＴ人材の人数とス
キルを定義する

中長期に必要となるIT人材の人数を考慮する上での指標があると
さらによい。

ご意見ありがとうございます。
必要となるＩＴ人材の人数に関して、各金融機関の規模、業務内容、システム構成・運用形態等に
よって大きく異なるため、手引書として画一的な指標を示すことは難しいため、原案どおりの記載
といたします。

無

11 p.32～35 第３編　ＩＴ人材の確保・育成に向
けた実務

通常、職種単位でタスク、スキルの定義やさらに職種でのキャリア
パスなどを策定する。これらの策定イメージが記載されていないた
め、各手順の具体化は難しいと思われる。

ご意見ありがとうございます。
今後、各金融機関におけるＩＴ人材の確保・育成に関する取組みを取材し、より具体的な事例をレ
ポートとして還元する予定です。

無

12 p.33 第３編　ＩＴ人材の確保・育成に向
けた実務
手順３－１－６　各適正化方策を補
助する施策を検討する

各種補助制度の検討については、補助の方法(受講機会の提供、
報奨金など)や公平性・妥当性についても考慮する必要がある。

ご意見ありがとうございます。
「補助制度の検討」には、ご指摘にありました、具体的な補助の方法や制度の運用に関する検討
も含めておりますので、原案どおりの記載といたします。今後、各金融機関におけるＩＴ人材の確
保・育成に関する取組みを取材し、より具体的な事例をレポートとして還元する予定です。

無

13 p.36～59 第４編　サイバーセキュリティ人材
の確保・育成に関する考慮事項

今までのIT人材という粒度とサイバーセキュリティ人材という粒度の
違いに混乱する。そのため、ITSS+としてセキュリティ領域も拡充さ
れたようにセキュリティは分野を横断する業務であることを記載した
方がタスク、スキルという観点からも理解しやすいと考える。

ご意見ありがとうございます。
本検討部会の議論の中で、例えば「サイバーセキュリティ人材の担うべき業務・役割」について、イ
ンシデント発生時の対応のみならず平時からの態勢整備も重要であるといったご意見を踏まえ、
業務・役割に関する記載内容を拡充しています。
また、「サイバーセキュリティ人材に求められるスキル」の記載レベルについても、多数の参考文
献があるためその整理を行い、もう少し詳細に記載すべきなどのご意見もあり、現在の記載として
います。
また、サイバーセキュリティ業務は、１部門だけでなく様々な部門が関わり業務分野を横断するも
のであることについて、本文中に示しておりますので、原案どおりの記載といたします。

【ご参考】第４編 １．サイバーセキュリティに関係する業務における役割の洗い出し (1)役割の分
類(p.39)
「すなわち、インシデント発生時の運用と平時の運用だけではなく、戦略策定（経営戦略・事業戦
略・システム戦略）や、個別システム案件管理、リスク管理等の業務・役割についても整理する
等、業務・役割の洗い出しにあたって漏れがないように業務全体を考慮する必要がある。」

無

14 p.36～59 第４編　サイバーセキュリティ人材
の確保・育成に関する考慮事項

「戦略策定」、「リスク管理」、「監査」といったサイバーセキュリティ業
務の入口と出口に、もう少しフォーカスを当てた方がよいのではな
いか。

ご意見ありがとうございます。
ご指摘の業務は、「サイバーセキュリティに関する業務」として整理し、本文に記載しております。
（ご意見№13【ご参考】）
また、第４編の図表には、「サイバーセキュリティに関する業務」の全体を対象とした、業務・役割
の洗い出し、求められる人材像等を参考例として記載しております。
今後、各金融機関におけるＩＴ人材の確保・育成に関する取組みを取材し、より具体的な事例をレ
ポートとして還元する予定です。

無

15 p.46 第４編　サイバーセキュリティ人材
の確保・育成に関する考慮事項
手順２－１－１　ＩＴ業務に求められ
る役割からＩＴ人材を定義する
考慮事項

経営層の意思決定が必要なインシデントが発生した場合、経営層
をトップとし、IT部門の幹部もメンバーとしたインシデント対応体制を
組むべきと考えられるので、経営層との橋渡しをするための人材を
敢えておく必要はないのではないか？

ご意見ありがとうございます。
経営層を含んだ対応態勢を構築した場合であっても、経営層側のIT知識不足や部門側の経営知
識不足などにより両者間のコミュニケーションに齟齬が発生することが考えられ、そういった際に
必要となるのが橋渡し人材層となると考えております。
そのような橋渡し人材層としての役回りは、必ずしもＩＴ部門の幹部だけとは限らずどのような人材
が担うのかは金融機関によって異なることが想定されます。そのため、本手引書ではサイバーセ
キュリティ業務において橋渡し人材層が求められるものとしていることから、原案どおりの記載と
いたします。

無

【人材４－１－②】（【資料１－２】） 
平成29年12月15日 

公益財団法人 金融情報システムセンター （※）FISC会員企業への意見募集時の手引書【原案】の頁となります。参考資料の手引書【原案】（修正版）の頁と異なる場合があります。 



【人材４－１－③】 

平成 29年 12月 15日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

 

【資料１－３】 

平成 30年１月 16日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

 

 

 

手引書原案(修正版) 
 

 

－FISC 会員企業意見の反映部分抜粋－ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事１ 

第 60回安全対策専門委員会上程資料（案） 



 

 

 

『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書【原案】』（修正版）の抜粋 

 

議事１ 

【人材４－１－③】（【資料１－３】） 
平成 29年 12月 15日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

第 1 編 はじめに 

 

 



 

 

 

『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書【原案】』（修正版）の抜粋 

 

議事１ 

【人材４－１－③】（【資料１－３】） 
平成 29年 12月 15日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

 

 



 

 

 

『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書【原案】』（修正版）の抜粋 

 

議事１ 

【人材４－１－③】（【資料１－３】） 
平成 29年 12月 15日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

第 3 編 ＩＴ人材の確保・育成に向けた実務 第 1 工程 図表４ 

 



 

 

 

『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書【原案】』（修正版）の抜粋 

 

議事１ 

【人材４－１－③】（【資料１－３】） 
平成 29年 12月 15日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

 

 



【人材４－２】 

平成 29年 12月 15日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

【資料２】 

平成 30年１月 16日 

公益財団法人 金融情報システムセンター 

 

 

議事２ 

第 60回安全対策専門委員会上程資料（案） 

 

『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定のための手引書』 

の発刊について 

 

 

平成 29 年度ＩＴ人材検討部会において、『金融機関等におけるＩＴ人材の確保・育成計画の策定

のための手引書』（以下『ＩＴ人材手引書』という）原案の承認を経て、『ＩＴ人材手引書』の取りま

とめが終了した。 

本専門委員会において審議及び承認を経たうえで、平成 30年３月に発刊すべく、作業に着手する

こととしたいため、その発刊をご承認いただきたい。 

なお、今回の作成範囲における参考文献等の最新化や誤字・脱字等、軽微レベルの字句・語句の修

正については、事務局の判断にて適宜行うこととするので、ご了承いただきたい。 

 

 

以 上 
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